
2.卸売兼者と匡虎境開ノ薬席の取引について

くり卸売菜者の提示価格について く医療機関ノ薬局I

l医療機関ノ薬局側が考える長期にわたる未妥結.億納入の要因としてへ卸売業

者の提示価格が年度末に近づくほど安くなるという.卸売業者の価格に対する不

信感が挙げられているo

l医療磯関ノ薬局側から見て.取引高の低いところや取引条件の悪いところによ

り大きな値引音がさ叫るなど卸売業者の提示価格に経済合理性がないとの指摘も
あるo

く21医療機関ノ薬局の価格交渉く卸I

.匡療機関ノ薬局の中には.他のユ-ザ-への値引きの状況を見てから交渉を始
めるいわゆるL-様子克,,を行うところも多く.実質的な価格交渉がなかなか開始

されないことが指摘されている.
L また.医療機関ノ薬局の中には最終的に妻望価格に達しないと取引停止を持ち

出したり.安い価格での-方的な支払を行うところもあると指摘され七いるo
l さらに. -旦契約した後.特段の価格変動要因が発生していないにもかかわら

ず.年度末になってから他のユ-ザ-の値引率をもとに遡及値引を要求するケ-

スがあり,契約社会の今Elでは問題のある取引ではないかとの指摘があるo

く31医薬分業の進展に伴う全品総価契約の拡大

.現行の銘柄別薬価制度の下では.本来であれぱ単品単価契約が望ましく.総価

取礼特に全晶絵価取引は個々の製品の価値と価格を反映Lた取引とは言阜ず.

制度の趣旨にそぐわなし,1取引であると指摘されているo く行政1

. -方で.取引に伴う事務的コストの軽減といった観点から.全晶総価取引も不

適切な取引とまでは言えないとの指摘もあるo くpL-ザ-1

.薬局は処方せんに基づいて調剤する立場にあるため. ,値引率が処方内容の変動

の影響を受けない全品総価契約を選択する傾向が草いといわれてL1るo 亡卸.ユ

-ザ-J

- 近年.医療機関ノ薬局において医師や薬剤師でなく事務部門による価格交渉が

増え.これに伴って総価での取引が増えていること.また.この際.総価での値

引率が交渉担当者の評価指標に用いられているとの指摘があるo ぐ卸l

.なお.総価による値引率での交渉EL単純に他のユ-ザ-の値引率のみを参考

とした取引となるため.これが未妥結.仮納入の要因の-つとなっているとの指

摘もあるo く卸1


